
家屋を新増築、取り壊しをしたときは届け出を 
　固定資産税は、土地や家屋の使用状況によって税負担が軽減されます。 

　家屋の新増築や取り壊し、用途変更があったときは、お早めに税務課まで次の届け出をしてください。　 

　特に家屋の一部または全部を取り壊したときは、速やかに「家屋取壊届出書」の提出をお願いします。

この届け出がないと、家屋を取り壊したという確認ができないため、翌年度以降も課税される場合がありま

すので、必ず届け出をしてください。 

届け出が必要な時とその届出書など 

c税務課　蕁388‐1112

建築物の耐震化促進に伴う助成 
　町では地震に備えるため、昭和56年5月31日以

前に着工された木造一戸建て住宅の耐震診断を

希望される方に、無料で専門家を派遣し、耐震診

断と耐震補強のアドバイスを受けられる制度を設

けています。また、昭和56年6月1日以降に着工さ

れた木造住宅の耐震診断と、昭和56年5月31日以

前に着工された木造以外の建築物の耐震診断、

昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の

耐震補強または、耐震シェルターなどの設置にか

かる費用の一部を助成する制度を設けています。 

12月28日（月） 

e建設課　蕁388‐1117

※登記された家屋を取り壊した場合は、別途、法務局で滅失登記をする必要があります。 

こんなとき 家屋の所有者 

（1） 

（2） 
（3） 
（4） 

（5） 

（6） 

家屋を新築または増築したとき 
（申告にあたっては家屋の評価を実施します） 

家屋を建て替えるとき 
家屋の全部または一部を取り壊したとき 
家屋の用途を変更したとき 
（例　店舗を住宅に変更など） 
家屋が災害などの理由により滅失または損
壊したとき 
未登記家屋の所有者を変更するとき 

・新築住宅に関する固定資産
税の減額申告書 
（未登記の場合は「未登記家
屋取得届出書」も必要です） 
・家屋取壊届出書 
・家屋取壊届出書 

・家屋用途変更届出書 

・家屋取壊届出書 
・固定資産税減免申請書 
・未登記家屋取得届出書 

土地の所有者 

・住宅用地認定申告書 

・住宅建替中の土地に係る申告書 

・住宅用地認定申告書 

・被災住宅用地の特例適用申告書 

9（水）.10（木）.11（金）.22（祝火）.23（水）.24（木）.25（金） 

9/10、9/24、CCNにて笠松けいば全レースを放送!9/10、9/24、CCNにて笠松けいば全レースを放送!

9/10（木） 第5回西日本ダービー 
9/24（木） 第45回秋風ジュニア（P） 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

9月の開催日程 

ツイッター・インスタグラムで笠松けいば
の色々な情報を日々、配信しています 

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

使用済み食用油の回収 
　ご家庭で使用済みの食用油

の回収をボランティア団体のご

協力で実施しますので、ご利用

ください。 

9月16日（水） 

午前9時30分～11時30

分 

役場、笠松中央公民館、

松枝公民館、下羽栗会館 

※新聞紙、雑誌、牛乳パック、ダ

ンボール、アルミ缶、古着（布）

も同時に回収します。 

c環境経済課　蕁388‐1114

岐阜基地 
航空機救難消防訓練 

　万が一の航空機事故など発

生時の被害を最小限に止める

ため、法律などで定められた訓

練を行います。訓練に伴い黒煙

が発生しますが、ご了承ください。 

9月17日（木） 

（予備日9月18日（金）） 

午前5時20分～8時30

分 

岐阜基地内 

c航空自衛隊岐阜基地渉外室

　蕁382‐1101

はぴねすワーク・サポート事業 
　ハローワーク岐阜では、児童扶養手当受給者を対象とした「はぴねすワーク・サポート事業」を行ってい

ます。就労支援員が担当制・予約制で仕事探しのお手伝いをします。また、各市町の担当課と連携し、一

日も早く就職ができるようサポートします。 

cハローワーク岐阜　住居・生活支援窓口「はぴねすワーク・サポート事業」係（岐阜市五坪1‐9‐1） 

　蕁206‐5065

対 象 者 

パートから正社員に働き方を変えたい方/子育てがひと
段落したので、働きたいけど、どのように就職活動をした
らよいかわからない方/児童扶養手当受給の相談中で、
就職や転職を考えている方/離婚調停中の方　など 

支 援 内 容 

相談者の経歴・経験を考慮した就職支援/履歴書・職務経
歴書の作成支援/求人情報の提供/各種就職支援セミナー
や職業訓練などの情報提供/採用後の相談　など 

運動の基本：子供と高齢者の交通事故防止 

9月30日（水）は交通事故死ゼロ 
を目指す日です 

秋の全国交通安全運動 
9月21日（月）～30日（水） 

英語検定料助成 
　町内に在住する小・中学生

の英語能力向上を図るため、実

用英語技能検定試験（1級～4

級）の検定料を助成しています。 

町内在住の小・中

学生の保護者 

令和2年度

に実施された実用英語技能検

定1級から4級。なお、申請に合格、

不合格は問いません。 

検定料の半額（100

円未満切捨て） 

交付申請書（役場

企画課で配布、または町ホーム

ページからダウンロード可能）に

受験票と検定結果

知書の写しを添え

て企画課に提出し

てください。 

3月31日（水）必着 

c企画課　蕁388‐1113
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町からのお知らせ 

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 

10年保証 

安藤建設株式会社 
蕁 
FAX  058-387-1515 
058-388-0077 

＜営業所＞ 岐阜・羽島・名古屋・四日市 

消火器･防災用品･消防設備点検･施工 

〒501－6065 岐阜県羽島郡笠松町門間928－2
TEL：058－388－0607(代)　 0120－119－073

つみきとえいご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp
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